
〜持続可能な地域コミュニティの実現に向けて〜

本⽇は、お集まりいただきありがとうございます！

Ⅰ. 条例制定の背景 〜なぜ必要なの？〜

Ⅱ. 条例の検討経過 〜どれだけ話し合ったの？〜

Ⅲ. 条例の構成 〜どんな内容の条例なの？〜

Ⅳ. 結びに 〜今の活⼒あるまちづくり活動を未来へ〜
2

Ⅰ. 条例制定の背景
〜なぜ必要なの？〜

富⼠市地区まちづくり活動推進条例とは？

富⼠市地区まちづくり活動推進条例※とは？

富⼠市の⼩学校区を範囲とした住⺠主体のまちづくりの

基本的な⽅向性や、活動主体となるまちづくり協議会の

位置付け、協議会と市の役割などを定める理念条例です。



理念条例とは？

「みんなで⼒を合わせて、
地区のまちづくりを進めよう！」

と宣⾔する内容です。

×活動を制限したり罰則を設けるものではありません。

なぜ今、条例が必要なのか？
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本格的な少⼦⾼齢・⼈⼝減少時代が到来し、⼈々のライフスタイルや
価値観が多様化する中で、コミュニティ意識が薄れ、これまで個別に解
決できた社会課題も今後さらに拡⼤、多様化し、解決が困難になること
も予想されます。

⼭積する社会課題の解決に取り組む主体として、「新しい公共
の担い⼿」に期待が寄せられており、特に、より⾝近な地域課
題については、地域で解決できる「地域⼒を持ったコミュニテ
ィの構築」が求められています。⼀⽅でなり⼿不⾜も深刻に。

富⼠市では、以前から、⼩学校区を範囲とした様々な分野のコミュニ
ティ活動が活発に⾏われてきており、⾏政もこれらの活動に対して、
積極的⽀援を⾏ってきましたが、これらの根拠となる法令は存在しま
せん。

○⾼い町内会加⼊率
84.17％(H27.4.1)

○地区内に様々な分野の団体
や推進員が活発に活動

○体育祭や⽂化祭、⾒守り
活動や環境美化活動など
様々な事業展開

富⼠市のまちづくり活動は盛んです！

○「まちづくりセンター」
を⼩学校区単位に設置

○センター職員による⽀援

○各種補助⾦による⽀援

○「地域の⼒こぶ増進計画」
の取組(H24.4〜)

【地区では？】 【市では？】

【みんなでつくる地区のまちづくり】
を続けていくために、

柱となる共通の理念が必要！

将来へ続けていくために、条例が必要です。

富⼠市地区まちづくり活動推進条例

「地区の課題は、地区が解決する」
という、これまで続けてきた

富⼠市の地区まちづくり活動を将来へ！

地区にも、
⾏政にも



なぜまちづくり協議会なのか？
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○○地区

それぞれの団体が活発に活動してきた歴史。個々の活動が強み。

総務･企画部⾨
（役員会など）

『みんなで
決めよう！』

活動･実⾏部⾨
（専⾨部会）
『みんなで

動こう！』

町内会・区 ⽣涯学習推進会

防犯団体
防災団体

学校・ＰＴＡ・
子ども会

消防団
水防団

青少年育成団体 各種地区団体

交通安全団体

環境団体

福祉団体

なぜまちづくり協議会なのか？

10個々の強みを活かして、より強いヨコのつながりを！

上下関係でなく

多様な協⼒関係！

なぜまちづくり協議会なのか？
＜市とまちづくり協議会の関係＞

まちづくり
協議会

まちづくり補助⾦

課題の集約・要望

参画団体の連携・
情報共有

⾏動計画の策定

地区全体の事業(ま
つり・イベント等)   
⇒地区住⺠の参加

地区情報の発信

市
総合計画の地区別
計画の検討依頼

協働事業

富⼠市地区まちづくり活動推進条例では？
持続可能な地域コミュニティづくりに向けて、
○地区まちづくり活動を推進するための柱となる考え⽅

いつの時代においても、地区まちづくり活動を進める上で、
活動の柱となるような考え⽅を⽰します。

○地区まちづくり活動を進める中⼼的な組織のあり⽅
多くの団体や個⼈が連携・協⼒し、同じ⽅向を向いて、地
区まちづくり活動を進める上での、中⼼となるまちづくり
協議会のあり⽅、そして市の⽀援のあり⽅を⽰します。



Ⅱ. 条例の検討経過
〜どれだけ話し合ったの？〜

条例検討の経過
【富⼠市まちづくり活動推進条例検討会議】

設置時期：平成２６年３⽉〜
委員構成：１３⼈

・⼤学教授 １⼈
・各種連合会等からの推薦 ３⼈
・市内６ブロックからの推薦 ６⼈
・⼀般公募 ３⼈

条例検討の経過

・⾃⼰紹介
・現状共有
・意⾒交換

・講 話
・意⾒集約
・要点確認

項⽬の検討

第１回
Ｈ２６.３

第２回
Ｈ２６.４

第３回・第４回
Ｈ２６.６～Ｈ２６.８

条⽂の検討

第５回～第10回
Ｈ２６.１０～Ｈ２７.１２

第11回・第12回
Ｈ２８.１～Ｈ２８.３

前⽂の検討

素 案
完成!

平成２８年３⽉

H26.9
富⼠市⽴⾼⽣と
ディスカッション

H27.2、H27.７、H28.2
まちづくり協議会会⻑連絡会
にて検討経過報告

検討会議の素案の趣旨を最⼤限尊重し、
庁内協議を重ねて作成したものが本条例案です。
○パブリックコメント実施期間

平成28年6⽉23⽇(⽊)〜7⽉22⽇(⾦)

○タウンミーティング
平成28年7⽉5⽇(⽕)、12⽇(⽕)、13⽇(⽔)、20⽇(⽔)

○⽬標とする施⾏⽇
平成28年11⽉1⽇(市制施⾏50周年記念⽇)

条例検討の経過



Ⅲ. 条例の構成
〜どんな内容の条例なの？〜

条例の構成
【富⼠市地区まちづくり活動推進条例】
○前⽂と全１０条から成る条例です。
第１条 ⽬的
第２条 定義
第３条 基本理念
第４条 市の責務
第５条 市⺠等の責務

第６条 まちづくり協議会の組織等
第７条 まちづくり協議会の活動拠点
第８条 まちづくり協議会の取組に関する

基本的事項
第９条 まちづくり協議会と市の役割分担
第10条 市の⽀援

条例の概要

【前⽂】
富⼠市においてこれまで活発に⾏われてきた住⺠主体
の地区まちづくり活動の経緯や、現状と課題、これか
らの地区まちづくり活動が進むべき⽅向性等を⽰し、
この条例を制定する意義について記しています。

条例の概要

【⽬的（第１条）】
持続可能な地域コミュニティづくりの実現に向けて、
基本理念や、まちづくり協議会の取組、市の⽀援のあ
り⽅等の必要な事柄を定めて、活⼒あるまちづくり
活動を推進していくという条例の⽬的を⽰しています。



条例の概要

【定義（第２条）】
条例の中で使⽤される、「地区」、「市⺠等」、
「地域コミュニティ」、「地区まちづくり活動」
の４つの⽤語の意義を定めています。
「市⺠等」は個⼈や団体等を含めた⽤語となります。

条例の概要
【基本理念（第３条）】
条例の⽬的を達成するための活動を⾏う際に、誰も
が拠り所となる考え⽅、「地区まちづくり活動のあり
⽅」を定めています。
・市⺠等が⾃発的かつ主体的に取り組むこと。
・市⺠等がまちづくりの担い⼿として、等しく参画する

権利を有すること。
・市⺠等と市とが対等な関係でお互いの役割を理解して

協働すること。

条例の概要
【市、市⺠等の責務（第４条、第５条）】

市は、市⺠等の意⾒が⼗分に反映された施策を実施
すること、また、必要な⽀援を的確に⾏うことを責
務としており、市⺠等は、地区の⽣活環境に関⼼を
⾼めることと、地区まちづくり活動に参画するよう
努めることを責務としています。

条例の概要
【まちづくり協議会に関する事項

（第６条〜第８条）】
まちづくり協議会の組織や取組のあり⽅、活動の
拠点について定めています。



条例の概要
【まちづくり協議会の組織等（第６条）】
まちづくり協議会の組織等については、地区の相当数
の市⺠等によって構成されていること、規約を定めて
いること、重要事項の⺠主的な決定が規約等に定めら
れていること、まちづくり⾏動計画が策定されている
ことを定めています。

条例の概要
【まちづくり協議会の活動拠点（第７条）】
まちづくり協議会の活動拠点は、地区まちづくり
センターとして位置づけています。

条例の概要
【まちづくり協議会の取組に関する

基本的事項（第８条）】
まちづくり協議会が⾏う、地区まちづくり活動のあり
⽅として、地区の特性を⽣かした主体的な活動を推進
すること、透明性の⾼い運営を⾏うこと、次代を担う⼈
材を育成すること、市⺠等の絆を深める交流を促進する
こと、他団体等と相互連携することを定めています。

条例の概要
【まちづくり協議会と市の役割分担

（第９条）】
まちづくり協議会は、地区まちづくり活動を推進し、
市は、まちづくり協議会だけでは解決が困難な場合
にサポートする関係性を定めています。



条例の概要
【市の⽀援（第１０条）】
まちづくり協議会に対して市が⾏う⽀援について
定めています。
・地区まちづくり活動に関する財政⽀援
・次代を担う⼈材育成の⽀援
・地区まちづくり活動を推進するために必要な情報の提供
・事務局機能の充実に関する⽀援

Ⅳ. 結びに
〜今の活⼒あるまちづくり活動を未来へ〜

新たな連携が⽣まれています。
事例1：⼤淵地区 絶景スポットの茶畑の管理と観光資源化

市⺠協働提案制度で、協議会が茶畑の維持管理を受託。

事例2：富⼠駅北地区 防災キャンプ

PTAの企画を協議会事業として実施。地域防災指導員や
消防団、福祉推進会等、多くの地区団体が参加。

新たな連携が⽣まれています。



事例3：松野地区 歴史かるたの作成

作成委員会が地域資源を楽しく学べるかるたを作成

新たな連携が⽣まれています。
事例4：鷹岡地区 郷⼟史の作成

区⻑会の協働型古紙回収奨励⾦を協議会事業に活⽤して作成

新たな連携が⽣まれています。

若い世代との関わりも⽣まれています。
事例１：市⽴⾼校市役所プラン(市内10地区で実施)

⾼校⽣が企画した【てんまんじゅう】の実現に向けて、
本年度、研究会が設⽴されました！

○天間地区

事例2：須津中での社会貢献講話(松野地区まちづくり協議会)

歴史かるた作成委員会が中学⽣に社会貢献講話を実施

若い世代との関わりも⽣まれています。



企業との関わりも⽣まれています。
事例1：天間地区とコカコーラ社との災害協定

協議会と清涼飲料⽔メーカーが防災協定を締結。
各区の公会堂に災害対応⾃販機の設置と備蓄⽔の提供を受ける。

市内２６地区、それぞれで活発に⾏われてきた
地区まちづくり活動は、全国に誇れる価値のあ
るものです。
地区まちづくり活動により、⼈と⼈のつながり
が⽣まれ、地域愛が育まれ、確実に富⼠市の活
⼒の源となってきました。

結びに･･･。

今後も、地区まちづくり活動を１０年、２０年
と続けていくために、いつの時代にあっても、
地区まちづくり活動に関わるすべての⼈達が、
共通の認識を持って活動を続けるための柱と
なるものが必要です。

結びに･･･。 条例は、地区まちづくり活動の柱

条例は、まちづくり協議会を中⼼とした、

【みんなでつくる地区のまちづくり】
を未来へ繋げていくための、

拠り所となるものです。


